
別所歩道橋橋梁塗装修繕工事に伴う桁下高さ規制について 

 

別所歩道橋の橋梁塗装修繕工事に伴い足場を設置するため、下記の期間中、桁下高さ３．８ｍ制

限にて規制をいたします。該当車両にて通行される場合は、下記迂回路にて迂回通行のほどお願い

いたします。 

また、下記迂回路にて特殊車両にて通行する場合には、事前に特殊車両通行許可申請の手続きを

して下さい。 

 

〇規制内容：桁下高さ３．８ｍ制限（国道１２４号 別所歩道橋） 

 

〇規制期間：令和８年２月９日（月）から令和８年６月３０日（火）（予定） 
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 桁下高規制イメージ  

 

4.7m（通常時） 

3.8m（高さ制限、上記規制期間） 

工 事 名：国補橋修第 07-04-440-0-001 号 

       別所歩道橋橋梁塗装修繕工事 

工 事 場 所：茨城県神栖市波崎 

路 線 名：国道 124 号 

問い合わせ：潮来土木事務所 道路管理課 

      TEL 0299-62-3756 
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